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終月のモニタリング（継続の可否の判断）のみ行うことを想定して、１年に１回のモニタリ

ングとしているところである。 

（Ｈ２５．２．２２ 相談支援関係Ｑ＆Ａ 問 26） 

 

 

 

 

（答） 

 ○ 市町村が支給決定に当たってサービス等利用計画案の作成が必要と認める場合には、作成

対象者として差し支えない。 

 ○ 「市町村が必要と認める場合」とは、基本的には、介護保険のケアマネジャーが障害福祉

サービスも含めたプランを作成するべきであるが、ケアマネジャーだけでプランを作成する

のが困難な場合等を想定している。 

（Ｈ２５．２．２２ 相談支援関係Ｑ＆Ａ 問 27） 

 

（６）支給決定プロセス 

 

 

（答） 

 ○ 指定特定・障害児相談支援事業者が計画案の作成に当たって、市町村の依頼を受けた者で

あることを確認できるよう、文書による提出依頼を行うことを必須としている。 

（Ｈ２５．２．２２ 相談支援関係Ｑ＆Ａ 問 28） 

 

 

 

 

（答） 

 ○ サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請から支給決定までの期間の短縮化を図るため、

申請後直ちに行うこととしているが、介護給付費に係るサービス利用に当たっては障害支援

区分の認定を踏まえてサービス等利用計画案等を作成する必要があるため、当該計画案の提

出は障害支援区分認定後となる。 

（Ｈ２５．２．２２ 相談支援関係Ｑ＆Ａ 問 29 一部修正） 

 

（７）モニタリング 

 

 

（答） 

 ○ モニタリング期間については、障害者等の心身の状況、環境、生活課題、援助方針、サー

ビスの種類・内容・量などを勘案して定める必要がある。 

問 29 モニタリング期間の設定についての考え方如何。 

問 26 介護保険制度のケアプラン作成対象者の場合であって、障害福祉サービス固有の重度訪

問介護による外出支援等、障害福祉の観点からその必要性や支給量について判断する必要

がある場合については、サービス等利用計画の作成対象者として良いか。 

問 27 サービス等利用計画案等の提出依頼については、文書によることが必須か。 

問 28 サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請後直ちに行うこととしているが、市町村へ

の計画案の提出は障害支援区分の認定後ということでよいか。 
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具体的には、指定特定相談支援事業者が、サービス等利用計画案において、個々のサービ

スの効果・必要性を判断すべき時期を設定した上でモニタリング期間の提案をしたものを踏

まえ、市町村が設定する。 

○  一般的には、状態が不安定で障害福祉サービス事業者等との連絡調整等を頻回に行わなけ

ればならない場合等はモニタリング期間が短くなることが想定され、逆に、状態が安定して

いる場合等はモニタリング期間が長くなることが想定される。 

 ○ 例えば、本人の特性、生活環境、家庭環境等などにより、以下のような利用者の場合、頻

回なモニタリングを行うことで、より効果的に支援の質を高めることにつながると考えられ

るため、標準よりも短い期間で設定することが望ましい。 

 

（具体例） 

・生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後、引き続き一定の支援が必要である者 

・利用する指定障害福祉サービス事業者の頻繁な変更やそのおそれのある者 

・その他障害福祉サービス等を安定的に利用することに課題のある者 

・障害福祉サービス等と医療機関等との連携が必要な者 

・複数の障害福祉サービス等を利用している者 

・家族や地域住民等との関係が不安定な者 

・学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある者 

・就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある保護者 

 

また、下記に掲げる者は、上記の状況に該当する場合が多いと考えられるため、モニタリン

グ期間の設定に当たっては、特に留意して検討すること。 

・単身者（単身生活を開始した者、開始しようとする者） 

・複合的な課題を抱えた世帯に属する者 

・医療観察法対象者 

・犯罪をした者等（矯正施設退所者、起訴猶予又は執行猶予となった者等） 

・医療的ケア児 

・強度行動障害児者 

・被虐待者又は、その恐れのある者（養護者の障害理解の不足、介護疲れが見られる、養護者自

身が支援を要する者、キーパーソンの不在や体調不良、死亡等の変化等） 

（Ｈ２５．２．２２ 相談支援関係Ｑ＆Ａ 問 30 一部修正） 

 

 

 

（答） 

例１) サービスの支給決定（更新）の有効期間がH28.5.1～H29.4.30で、モニタリング期間を

３月ごととする場合。 

１ 計画相談支援給付費等の支給期間 H28.5～H29.4 

２ 受給者証のモニタリング期間の記載 ３月ごと（H28.7～H29.4) 

問 30 計画相談支援給付費等の支給期間やモニタリングの実施月等の具体例を示してほしい。 
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３ 継続サービス利用支援の実施月   H28.7→H28.10→H29.1→H29.4 

 

例２) サービスの支給決定（新規）の有効期間がH28.5.1～H29.4.30で、モニタリング期間を

毎月（利用開始から３か月間以内）とする場合。 

１  計画相談支援給付費等の支給期間 H28.4（計画作成月）～H29.4 

２ 受給者証のモニタリング期間の記載 毎月ごと（H28.5～H28.7) 

３ 継続サービス利用支援の実施月   H28.5→H28.6→H28.7 

※ H28.7に、市町村がモニタリング期間の変更について通知。 

    この場合にモニタリング期間を６月ごとに変更する場合は以下のとおり。 

１ 計画相談支援給付費等の支給期間 上記から変更なし 

２ 受給者証のモニタリング期間の記載 ６月ごと（H28.10～H29.4) 

３ 継続サービス利用支援の実施月   H28.10→H29.4 

（Ｈ２５．２．２２ 相談支援関係Ｑ＆Ａ 問 31 一部修正） 

 

 

 

 

（答） 

 ○ 支給期間の終期月には必ずモニタリングを行う必要があるため、モニタリングの最終月を

支給決定期間の終期月に設定し、そこから遡ってモニタリング月を設定されたい。 

（Ｈ２５．２．２２ 相談支援関係Ｑ＆Ａ 問 32） 

 

 

 

 

 

 

（答） 

 ○ どちらでも良い。サービス等利用計画のモニタリング時期を参考に、市町村が決定するこ

ととなる。 

（Ｈ２５．２．２２ 相談支援関係Ｑ＆Ａ 問 33） 

 

 

 

 

 

 

 

（答） 

問 33 訓練等給付は、暫定支給決定を２か月間を上限として行うが、暫定支給決定から支給決

定を行う際には、改めて指定特定相談事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求

める必要はないこととなっている。 

訓練等給付の暫定支給決定をした人のモニタリング期間の開始時期は、暫定支給決定の

期間の開始月からということでよいか。 

問 32 新規申請や変更申請の場合で、月の途中に支給決定をした場合のモニタリング期間の設

定を３か月毎月モニタリングと設定した場合、モニタリング期間の開始時期は支給決定し

た月から３か月か、支給決定した翌月から３か月か。 

問 31 支給期間の終期月とモニタリングの最終月が一致しない場合の取扱いはどうしたらよ

いか。 



- 13 - 

 

 ○ お見込みのとおり。 

（Ｈ２５．２．２２ 相談支援関係Ｑ＆Ａ 問 34） 

 

 

 

 

（答） 

 ○ 単一サービスの利用であっても、その他のサービスの利用の必要性も含め適切なサービス

の検討が必要となることから、計画作成や一定期間ごとのモニタリングを実施する必要があ

る。 

なお、モニタリング期間については、市町村において、標準期間を踏まえ、サービスの種

類や量、その他の状況等を勘案して個別に判断されたい。 

（Ｈ２５．２．２２ 相談支援関係Ｑ＆Ａ 問 35） 

 

 

 

 

（答） 

 ○ 障害福祉サービス等の利用がない場合でも、モニタリング月には継続サービス利用支援を

行い、状況を把握した上でサービス内容の変更等が必要かを判断することとなる。 

（Ｈ２５．２．２２ 相談支援関係Ｑ＆Ａ 問 36） 

 

 

 

 

 

 

 

（答） 

 ○ お見込みのとおり。 

（Ｈ２５．２．２２ 相談支援関係Ｑ＆Ａ 問 37） 

 

 

 

 

 

 

（答） 

 ○ 障害者等が希望する場合であっても、サービス提供事業所との中立性の確保やサービス提

問 36 「相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合のモニタリング等の取

扱い」については、相談支援専門員が担当する障害者等に直接サービス提供を行うか否か

に関わらず、当該相談支援専門員が、担当する障害者等が利用するサービス提供事業所の

職員と兼務する場合は、当該相談支援専門員がモニタリング等を行うことは望ましくない

との考えか。 

問 37 「相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合のモニタリング等の取

扱い」については、障害者等が当該相談支援専門員を希望する場合は、「市町村がやむを

得ないと認める場合」として、引き続き当該相談支援専門員によるモニタリング等を認め

てよいか。 

問 34 サービス等利用計画等について、短期入所等、単一サービスのみの利用であっても、サ

ービス等利用計画等を作成し、モニタリングを実施する必要があるのか。 

問 35 障害福祉サービス等の支給決定は受けたものの、実際の障害福祉サービス等の利用がな

かった場合でも、モニタリング月に継続サービス利用支援を行うのか。 
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供事業所の職員と異なる視点での検討が欠如しかねず望ましくないため、当該障害者等に制

度の趣旨を説明し理解を求めること。 

（Ｈ２５．２．２２ 相談支援関係Ｑ＆Ａ 問 38） 

 

 

 

 

 

（答） 

 ○ お見込みのとおり。 

（Ｈ２５．２．２２ 相談支援関係Ｑ＆Ａ 問 39） 

 

 

 

 

（答） 

 ○ 業務のすべてを他の事業所へ委託することは認められない。遠方の施設であって事業所が

出向くことができない場合は、施設の近くの相談支援事業所に引き継ぐことが想定される。 

（Ｈ２５．２．２２ 相談支援関係Ｑ＆Ａ 問 40） 

 

 

 

 

 

（答） 

 ○ モニタリングについては、以下に掲げる場合等、必要な時にモニタリング結果を報告する

こととする。 

 

  ・ 支給決定の更新や変更が必要となる場合 

  ・ モニタリング期間を設定し直す必要がある場合 等 

○  なお、上記に加え市町村が毎回モニタリング結果について報告を求めることも可能である。 

（Ｈ２５．２．２２ 相談支援関係Ｑ＆Ａ 問 41） 

 

（８）セルフプラン 

 

 

 

（答） 

 ○ 「指定特定・障害児相談支援事業者以外の者」については、基本的には制限はなく、本人

問 41 指定特定・障害児相談支援事業者以外の者が計画を作成する場合の作成主体は、誰を

想定しているのか。 

問 40 サービス等利用計画及び障害児支援利用計画は、指定基準において、市町村への提出が

義務づけられているが、モニタリング結果については市町村にモニタリング記録等の書類

を提出する必要があるか。 

問 38 相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合は、兼務する事業所の利用

者のモニタリングを実施することができないこととされているが、同一法人の他の事業所

を利用する利用者のモニタリングは実施できるということでよいか。 

問 39 計画作成後に遠方の施設に入所した場合、モニタリングは現に契約している指定特定相

談支援事業所から施設の近くの事業所に委託可能か。 


